
⻘森県

平成30年度 都道府県⼟⽊・建築部等技術次⻑技監会議余裕期間制度について
平成９年度から施⾏されている「フレックス⼯期制度」を、９⽉承認の繰越明許

や11⽉承認のゼロ債務負担等にも使いやすいように、国⼟交通省や他県を参考に
「余裕期間制度」として要領を改定します。

現⾏制度 ⾒直し制度
制 度 フレックス⼯期制度 余裕期間制度

対象⼯事
災害対応や供⽤開始が定め
られている⼯事を除くすべ
ての⼟⽊⼯事

同左

余裕期間 60⽇以内 120⽇以内
※30⽇、60⽇、90⽇、120⽇を発注者が指定）

⼯ 期 末 12⽉末⽇を超えない 翌年度末⽇を超えない

冬期補正 割増しは⾏わない 実⼯期の冬期率に応じて補正
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